
議案第５号 

 

木津川市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

木津川市国民健康保険税条例（平成２０年木津川市条例第４号）の一部を別紙のと

おり改正する。 

 

平成３１年２月２１日提出 

 

木津川市長 河井 規子   

 

 

 

 

 

提案理由 

特例対象被保険者等に係る申告について、個人番号による情報連携を踏まえた改正

を行うとともに、後期高齢者医療制度にあわせ、旧被扶養者である被保険者に対する

国民健康保険税の減免について、所要の改正を行うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



木津川市条例第   号 

 

木津川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案） 

 

木津川市国民健康保険税条例（平成２０年木津川市条例第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第２４条の２第２項中「申告書を提出する場合には」を「申告書の提出に当たり」

に改め、「書類」の次に「の提示を求められた場合には、これら」を加える。 

附則第１８項を次のように改める。 

（平成３１年度以降の国民健康保険税の減免の特例） 

１８ 平成３１年度以降の第２８条第１項第３号による国民健康保険税の減免に係る

所得割額に関する減免については、資格取得日の属する月以後２年を経過した後も

当分の間、実施するものとする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の木津川市国民健康保険税条例の規定は、平成３１年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、平成３０年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。     



参考資料（議案第５号）  

 

木津川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

 

（新） （旧） 

第１条～第２４条 （略） 

（特例対象被保険者等に係る申告） 

第２４条の２ （略） 

２ 前項の申告書の提出に当たり、当該納

税義務者は、雇用保険受給資格者証（雇用

保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３

号）第１７条の２第１項第１号に規定する

ものをいう。）その他の特例対象被保険者等

であることの事実を証明する書類の提示を

求められた場合には、これらを提示しなけ

ればならない。  

第２５条～第２９条 （略） 

附 則 

１～１７ （略） 

（平成３１年度以降の国民健康保険税 

の減免の特例） 

１８ 平成３１年度以降の第２８条第１項

第３号による国民健康保険税の減免に係

る所得割額に関する減免については、資

格取得日の属する月以後２年を経過した

後も当分の間、実施するものとする。 

 

第１条～第２４条 （略）  

（特例対象被保険者等に係る申告） 

第２４条の２ （略） 

２ 前項の申告書を提出する場合には、当

該納税義務者は、雇用保険受給資格者証

（雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省

令第３号）第１７条の２第１項第１号に規

定するものをいう。）その他の特例対象被

保険者等であることの事実を証明する書

類を提示しなければならない。  

 

第２５条～第２９条 （略） 

附 則 

１～１７ （略） 

（平成２２年度以降の国民健康保険税

の減免の特例） 

１８ 当分の間、平成２２年度以降の第２

８条第１項第３号による国民健康保険

税の減免については、同号中「該当する

者（資格取得日の属する月以後２年を経

過する月までの間に限る。）」とあるの

は、「該当する者」とする。 

 



 
政策等の形成過程の説明資料 

 

議 案 名 議案第５号 木津川市国民健康保険税条例の一部改正について 

担 当 課 国保年金課 国保年金係 

 
提 案 事 項 の 概 要 等 
（必要性、効果等） 

 
 

特例対象被保険者等に係る申告について、個人番号による情報

連携を踏まえた改正を行うとともに、後期高齢者医療制度にあわ

せ、旧被扶養者である被保険者に対する国民健康保険税の減免に

ついて，所要の改正を行うものです。 

提案に至るまでの経緯 

・厚生労働省通知等に基づき検討を行うとともに、平成３１年１ 
月３１日に開催した木津川市国民健康保険運営協議会で審議
の上、改正案を策定 

市 民 参 加 の 状 況 

□有  ■無 
 

市総合計画の位置付け 

基 本 方 針 ３ 誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造 

施 策 目 標 （２）ともに支えあう地域福祉の充実 

施 策 １５ すべての市民がともに暮らす地域福祉の充
実 

施策の実現に向

けた主な取組み 
①地域福祉の充実 

主な事業等 国民健康保険事業 

概 算 事 業 費 
( 単 位 : 千 円 ) 

□単年度（  年度） 
□複数年度（  年度） 

 

将来にわたる効果及び
経費の状況 

個人番号での情報連携の活用ができます。 
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